


 

（訳 文） 
 
 

委  任  状 
 
 
2024 年９月 25 日付の本委任状により、イングランド及びウェールズにおいて設立

され（登記番号 1026167）、英国ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス１に登記

上の本店を有する我々、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（以下「当社」という。）

は、ここに、〒100-8136 日本国東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビ

ルディングに所在するアンダーソン･毛利･友常法律事務所外国法共同事業のパートナ

ー弁護士であり監督者を務める樋口航氏、同事務所のアソシエイト弁護士でありアシ

スタントを務める津江紘輝氏、同事務所のアソシエイト弁護士でありアシスタントを

務める前田圭一朗氏、同事務所のアソシエイト弁護士でありアシスタントを務める松

本健氏、同事務所のアソシエイト弁護士でありアシスタントを務める隈大希氏、同事

務所のアソシエイト弁護士でありアシスタントを務める小峰駿介氏、同事務所のアソ

シエイト弁護士でありアシスタントを務める白井翔真氏、同事務所のアソシエイト弁

護士でありアシスタントを務める岡勇輝氏、同事務所のアソシエイト弁護士でありア

シスタントを務める中島庸元氏、同事務所のアソシエイト弁護士でありアシスタント

を務める松岡亮太朗氏、及び同事務所のアソシエイト弁護士でありアシスタントを務

める新田栄光氏を、当社のために、当社の名において、また当社を代理して以下の事

項を合同で、又は各自個別に行う権限を有する真正かつ合法的な代理人（以下「代理

人」という。）として選任する。 

 

１ 日本における金融商品取引法（昭和 23年法第 25号）（その後の改正を含む。）

により要求される日本語による有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書（こ

れらに対する添付書類、訂正報告書又は別紙を含む。）を作成して関東財務局

長に提出すること、並びにこれらに関して必要となる一切の事項を行うこと。 

 

２ 関東財務局からの通知を受領すること。 

 

３ 上記１記載の報告書の作成及び提出に関して必要な又は望まれるその他のすべ

ての書類を作成し交付すること。 

 

本委任状は、代理人に対し、本証書による権限を再委任する権限を与えない。 

 

本委任状は、2025 年９月 30 日まで効力を有し、その後は失効し、それ以上の効力

を有しない。 



 

 

本委任状は、イングランド及びウェールズの法律に準拠し、同法に従って解釈され

るものとする。本委任状の署名者及び代理人は、イングランド及びウェールズの裁判

所の裁判管轄権に服する。 

 

上記を証するため、当社は 2024 年９月 25日、本委任状に当社の社印を押捺した。 

 

 

バークレイズ・バンク・ピーエルシーの社印は、下記の者の面前にて本証書の作成

に当たり押捺された。 

 

 

（署  名） 

チャーリー・ロジャーズ 

秘書役補佐兼権限を有する社印担当役員 

 

 


